
第2回厚生科学審議会科学技術部会  

「ヒト胚研究に関する専門委員会」  

平成17年12月13日（火）9：45～12：30  
厚生労働省剖供用第7会議室  

議   次   第  

1．開会  

2．本専門委員会に係る、厚生労働省と文部科学省との連携体制について  

○ 経緯について  

O 「生殖補助医療研究専門委員会」（文部科学省）の設置について  

0 2省合同開催について   

3．ヒアリング   

（1）科学技術文明研究所研究員 神里 彩子  

生殖補助医療研究に関する関学と法律・制度（審査体制等）について  

○ 海外各国における卵子・受精卵の取扱いについて  

○ 最近のHFEAの動向について  

○ 厚生労働科学特別研究「ヒト胚の研究体甜こ関する研究」における  

「海外各国における卵子・受精卵の取扱い基準調査」について   

（2） 慶応義塾大学講師 久慈 直昭  

我力憧l及び諸外国におけるヒト胚研究の現状について  

○ ヒト月杢を用いた生夕酎甫助医療研究の具体例と今後の方向性について  

○ 厚生労働科学特別研究「ヒト胚の研究体制に関する研究」における  

「わ力嘔lにおける過去5年間のと卜月杢研究の現状」について   

4．その他   

5．閉会   



配  付  資  料  

資料1  厚生科学審議会科学技術部会「ヒト胚研究に関する専門委員会」について  

・ 
資料2－1科学技術・学術審議会生命倫理安全部会における委員会の設置について  

（文部科学省）   

資料2－2 ヒト受精胚の生殖補助医療研究目的での作成・利用に係る制度的枠組みの  

（文部科学省）  検討について   

資料3  生殖補助医療研究に関する海外の規制状況  

（科学技術文明研究所 神里彩子先生）   

資料4  精子・卵子・月杢研究の現状  

（慶応義塾大学医学部産婦人科教室 久慈直昭先生）   



厚生科学審議会科学技術部会ヒト胚研究に関する専門委員会について  

（第26回厚生科学審議会技術部会（平成17年7月13日）において設置決定）  

1．設置の趣旨   

平成16年7月に取りまとめられた総合科学技術会議生命倫理専門調査会報告書「ヒト  

胚の取扱いに関する基本的考え方」において、厚生労働省に対し、「ヒト受精胚の研究目  

的での作成一利用」に関するガイドラインの作成及び研究審査体制の整備が求められた。  

これを受け、平成16年度に厚生労働科学特別研究において検討を行ったところであるが、  

その研究成果を踏まえ、厚生科学審議会科学技術部会に、専門委員会を設置し、検討を行  

。  

2．検討課題   

ヒト受精胚の研究目的での作成・利用に関する研究のための指針及び、研究審査のため  

の枠組みの検討を行う。  

（1）ヒト受精胚研究の許容範囲について  

（2）ヒト受精胚研究のための研究体制について  

（3）胚・配偶子の提供に係るインフォームドコンセントの手順等  

（4）胚・配偶子の管理方法  

（5）ヒト受精月杢研究の審査体制 他  

3．今後のスケジュール  

平成17年9月29日（木）に第1回を開催し、11月上旬に第2回を開催。  

以降2ケ月に1回程度の頻度で全5回程度開催し、ガイドラインのとりまとめを行う。  

4．委員構成  

本委員会は、12名の委員をもって構成する。（委員名簿別紙）  

保健t医療分野の基礎・臨床研究者、生命倫理分野等の有識者から構成する。  

委員は科学技術部会長が指名する。   





厚生科学審議会科学技術部会   

「ヒト胚研究に関する専門委員会」スケジュール（案）  

第1回 平成17年9月29日（木）16：00～18：00   
・問題提起と目標に関する共通認識   

・関係者からのヒアリング  

第2回 平成17年12月13日（火）9：45～12：30   
・関係者からのヒアt」ング  

①神里彩子（海外諸国における卵子、受精卵の取扱い）  

②久慈直昭（我が国及び諸外国におけるヒト胚研究の現状）   

・ヒアリングを踏まえた討議  

第3回専門委員会（平成18年1月27日予定）   

・ヒアリング（演者調整中）   

・ガイドライン論点整理と検討1  

第4回専門委員会（平成18年3月頃予定）  

論点整理と検討2   

・ガイドライン骨子の検討  

第5回専門委員会（平成18年5月頃予定）   

・ガイドライン取りまとめ  

0  

0  

0  

平成18年半ば頃を目途に指針をとりまとめる。   



資料2－1  

科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会における  

委員会の設置について  

平成17年10月11日  

科学技術・学術審議会  

生命倫理・安全部会   

科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会運営規則第3条第1頓に基づき、生  

命倫理・安全部会に以下の委員会を設置する。  

○生殖補助医療研究専門委員会   

ヒト受精胚の生殖補助医療研究目的での作成・利用に係るガイドライン策定  

等のための専門的事項に係る調査検討を行う。   



資料2－2  

ヒト受精胚の生殖補助医療研究目的での作成・利用に係る  

制度的枠組みの検討について  

平成17年10月11日  

生命倫理・安全対策室  

1．概要   

総合科学技術会議意見具申「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」（平成  

16年7月23日）において、文部科学省及び厚生労働省に対し、ヒト受精胚   

の生殖補助医療研究における作成・利用について、ガイドラインの策定及び当   

該ガイドラインに基づいて研究審査を行う枠組みの整備が求められたことを踏   

まえ、文部科学省においては、科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会に「生   

殖補助医療研究専門委員会」を設置し、検討を行う。  

2．主な検討事項  

（1）研究の目的について  

（2）研究実施機関の要件  

（3）胚・配偶子の入手のあり方  

（4）胚・配偶子の管理の要件  

（5）審査のあり方  

（6）その他  

む 委具構成   

研究者、医療関係者、人文・社会科学分野等の有識者から構成する。  

4．その他   

本年7月13日に厚生科学審議会科学技術部会に設置された「ヒト胚研究に  

関する専門委員会」と密接な連携を図りつつ（必要に応じて合同開催を含む。）、  

検討を行うものとする。   


















































































































